
（一社）宮城県経営者協会 2025年度 第3回経協セミナー 

労使紛争を予防するための 

   労務管理のポイント 
 

残業代請求や解雇など、労使トラブルは企業経営に大きな影響を及ぼす恐れがあります。本セミナ

ーでは、労務問題に精通した弁護士を講師に招き、最新の法的視点を踏まえ、紛争を未然に防ぐため

の労務管理の実務ポイントや注意点を分かりやすく解説いただきます。 

また、セミナー終了後には、会場受講・個別相談会申込の先着9社（限定）を対象に、仙台市雇

用労働相談センターによる無料の個別相談会を開催いたします。 

より多くの皆さまにご参加いただけるよう、「2人目以降半額キャンペーン」を実施いたしますの

で、是非、ご活用ください。皆さまのご参加をお待ちしております。 

  

日  時 ２０２６年３月６日（金） １４：００～１５：３０ 

場  所 

＜会場受講の場合＞ 

仙都会館 ４階会議室（仙台市青葉区中央2丁目2－10） （定員３０名） 

＜オンライン受講の場合＞ 

 Zoomによるライブ配信（ウェビナー） 

内  容 

 

テーマ：「労使紛争を予防するための労務管理のポイント」 

    ・就業規則に盛り込んでおくべき項目 

    ・発生しやすい労使間の紛争、事例紹介とその対策 

     （採用、労働時間管理、割増賃金、解雇など） 

講 師：仙台あさひ法律事務所 弁護士  伊藤 佑紀 氏 

 

参 加 費 

お一人様  会員 ６，600円（税込） ／ 非会員 9，900円（税込） 

 ＜2人目以降半額キャンペーン実施中＞ 

 会員の皆さまは、2人目以降3,300円（税込）でご参加いただけます！ 

参加申込 お申し込みについての詳細は、裏面の参加申込書をご覧ください。 

申込締切 202６年２月2０日（金）必着 

【個別相談会】 ２０２６年３月６日（金）１５：４５～１６：４５  

セミナー終了後、無料の個別相談会を開催します。（先着9社限定、1社２０分程度） 

雇用のルールに関する不安や疑問を専門スタッフ（弁護士・社会保険労務士）に相談してみませんか？ 

主  催 ：仙台市雇用労働相談センター 

会  場 ：仙都会館 ４階会議室  

対 応 者：仙台あさひ法律事務所 弁護士 伊藤 佑紀 氏 ほか 

 

 

 

無料の 
個別相談会も 
行います！ 



ＦＡＸ：０２２－２２２－４０８４ 

2025年度 第 3回経協セミナー参加申込書 兼 適格請求書 

  2026年  月  日 

事業所名                   
 

電  話     －    －         ＦＡＸ    －    －       
 

申込担当者 （ご所属）            （お名前）                   
 

参 

加 

者 

お 役 職 名 お 名 前 E-mail 受講方法（〇で囲む） 

   
会場 ・ オンライン 

個別相談会に   参加 ・ 不参加 

   
会場 ・ オンライン 

個別相談会に   参加 ・ 不参加 

   
会場 ・ オンライン 

個別相談会に  参加 ・ 不参加 

【個別相談会参加者のみ】相談したい内容を簡単にご記入ください。（例：試用期間設定における注意点は？） 

 
 
 

■参加費（以下 3つのパターンよりお選びください☑）         チェック欄 

参加費合計額（税込）：   6,600  円  うち 消費税額（10％）  600円     

 

＜2人目以降半額キャンペーン実施中＞ 2人目以降は 3,300円でご参加いただけます！ 

参加費合計額（税込）：   9,900  円  うち 消費税額（10％）  900円   

 

参加費合計額（税込）：    13,200  円  うち 消費税額（10％） 1,200円   
 

■振込先（いずれかの銀行にチェック☑をお願いいたします。）  ■振込予定日   月   日 

一般社団法人 宮城県経営者協会（ｼｬ．ﾐﾔｷﾞｹﾝｹｲｴｲｼｬｷｮｳｶｲ）  

   □ 七十七銀行本店（普通預金） ０１２０７７４ 

   □ 仙台銀行本店 （普通預金） ５１４９７８５ 

■お申し込み方法  

① 参加申込書（上記）に必要事項をご記入のうえ、2月20日(金)までにＦＡＸまたは郵送で宮城県

経営者協会事務局宛に送付いただくか、当協会ＨＰ（URL:https://www.miyagikeikyo.or.jp）よ

りお申込みください。なお、お申込み多数の場合は先着順といたします（オンラインを除く）。 

② 参加費は、2月 27日（金）までに、上記いずれかの銀行口座にお振込みください（振込手数料は 

ご負担ください）。お申出のない限り、領収書の発行は省略させていただきます。 

③ 2月 27日（金）以降の参加の取り消しにつきましては、参加費をお返し出来かねますので、予め 

ご了承ください。 

■その他 

    この申込書により、参加者名簿を作成させていただきますことをご了承ください。なお、お預か 

  りした個人情報につきましては、個人情報保護法に基づき、安全かつ適正に管理いたします。 

 

 
 【申込書送付先／発行事業者】  

〒980-0021 仙台市青葉区中央 2-9-10 セントレ東北 10階 

       一般社団法人宮城県経営者協会  （登録番号 T6370005000077） 

          電話：022-222-4023 ／ ＦＡＸ：０２２－２２２－４０８４ 

 

1人の場合 

 

2人の場合 

 

3人の場合 

 

https://www.miyagikeikyo.or.jp/

